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Ⅰ　は じ め に

韓国の労働条件決定システムは，日本とほぼ同
様であり，勤労基準法（以下「勤基法」）が労働条
件の最低基準を定め，労働協約，就業規則，個別
労働契約等によって具体的労働条件の決定・変更
がなされる。近年，個別的労働条件設定の機運が
高まりつつあるとはいえ，なお労働条件を労働者
と使用者が個別的に議論して決定することは稀
で，多くの場合は労働協約や就業規則によって集
団的に決定されている。そして今日，労働組合組
織率の低下1）による労働協約の機能後退などによ
り，集団的労働条件の設定手段として重要な役割
を維持しているのは就業規則である。
日本同様，韓国でも就業規則変更による労働条
件の不利益変更が大きな問題として議論されてき
た。しかし，日本と異なり，韓国では 1977 年に
不利益変更に集団的同意が必要とする判決が下さ
れたが，その後，合理性があれば不利益変更を可
能とする判例法理が形成されていった。こうした
中，1989 年の勤基法改正は，前者の判例の立場
を採用して，就業規則の不利益変更に集団的合意

が必要とするルールを明文化した。しかし，判例
は 1989 年の法改正後も，合理的就業規則変更で
あれば，集団的合意は不要とする立場を維持発展
させている。こうした韓国の立法と判例の展開
は，判例法理をそのまま労働契約法として立法化
した日本の状況と比較すると比較法的に興味深い
論点を示すものと考える。

Ⅱ　就業規則の不利益変更における労働
者集団の「同意」

韓国の現行の勤基法 94 条 1 項（就業規則の作
成，変更手続）は，「使用者は就業規則の作成又は
変更に関して当該事業又は事業場に労働者の過半
数で組織された労働組合がある場合にはその労働
組合，労働者の過半数で組織された労働組合がな
い場合には労働者の過半数の意見を聞かなければ
ならない。ただし，就業規則を労働者に不利に変
更する場合にはその同意を得なければならない」
と規定している。したがって，同条項但書によ
り，就業規則による労働条件の不利益変更には，
過半数組合又は労働者の過半数（日本の過半数代
表者とは異なる）の「同意」を得ることが要件と
されている。この但書は，1977 年の判例法理を
1989 年の勤基法改正により明文化したものであ
る。以下，このような要件が法律で定められるま
での経緯を判例と学説の展開に沿って検証する。
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1　1953 年の勤基法制定時から 1989 年「同意」
規定制定まで（判例法理による規制）

1953 年に勤基法が制定されてから 1989 年の勤
基法改正で「同意」規定が制定されるまで，就業
規則の作成・変更についての法律上の規制2）は，
就業規則の変更時における過半数組合又は過半数
代表者（当時は日本同様の過半数代表者であった）
からの「意見聴取」のみであった。
この時期に労働条件の不利益変更が問題となっ
た判例は大別すると，①（当時の）勤基法 95 条 1
項の手続上の瑕疵については，直接的な判断をし
ていないもの3），②使用者が労働条件を一方的に
不利に変更するときには，労働者の同意が必要と
したもの，に分けられる。ただし，②には，「個
別労働者の同意」4）を要求しているものもあれば，
「集団的同意」5）6）を要求しているものもあり，そ
の「同意の主体」は明確でなかった。
このように，就業規則の不利益変更における同
意の要否をめぐっては，判例の立場が統一されな
い状況にあったが 7），大法院（1977. 7. 26 宣告 77
だ 355）8）は，労働条件を不利に変更するための効
力要件として「労働者集団の集団的意思決定方法
による同意」が必要であり，変更に個別に同意し
た労働者に対しても効力はない，との注目すべき
判断を下した。同判決は，「就業規則は……勤基
法が従属的労働関係の立場を保護強化して労働者
らの基本的な生活を保護・向上させる目的の一環
としてその作成を強制し，それに法規範性を付与
したもの」であるとしながら，就業規則の不利益
変更時の同意の方式については従来の大法院の立
場を変更し，勤基法の保護法としての精神，既得
権保護の原則及び勤基法 3条9），同 98 条10）の規
定などに照らして，①「原則的に就業規則の作成
変更権は使用者にあるというべきではあるが」，
就業規則の変更によって既存の労働条件の内容を
一方的に労働者に不利益に変更するためには，②
「従前の就業規則の適用を受けていた労働者集団
の集団的意思決定方法による同意」を要するとす
べきであり，その同意方式は③「労働者の過半数
で組織された労働組合がある場合にはその労働組
合の同意，そのような組合がない場合には労働者

らの会議方式による過半数の同意」が必要で，こ
れが欠けた場合，就業規則変更に対して個人的に
同意した労働者に対しても効力がないとした。
これらの判断基準（①②③）は，これ以降の判

例の準則11）として使用されることになり，その内
容は，1989 年 3 月 29 日の勤基法改正（1989. 3. 29
改正法律第 4099 号）によって，明文化されるに
至った12）（現第 94 条第 1項但書）。もっとも，後述
するように，判例は 77 年判決の直後から，集団
的合意を要求する 77 年判決の例外として，社会
通念上合理性があれば不利益変更も可能とする新
たな方向に判例法理を展開させていくことにな
る。

2　同意規定の新設（1989. 3. 29）から現在（立
法による規制）

1989 年の勤基法改正により，勤基法 95 条 1 項
は，1953 年勤基法 95 条 1 項が就業規則の作成・
変更に際して過半数労働組合，これがない場合に
は「労働者の過半数を代表する者の意見」を聞か
なければならないと定めていたのを「労働者の過
半数の意見を聞かなければならない」へと変更13）

した。
また，1977 年大法院判決以降の判例法理を成
文化して「ただし，就業規則を労働者に不利益に
変更する場合には『その同意』を得なければなら
ない」との但書が新設され，現在（勤基法 94 条 1
項）に至っている。「その同意」の「その」は複
数形であり，成文化のもととなった判例に照らし
ても，ここでの同意は集団的同意を指してい
る14）。
Ⅲ 2で詳論するように，判例は，集団的合意を
要求する 1977 年判決の直後から，この原則のさ
らなる例外を認め，社会通念上合理性があれば，
集団的合意がなくとも不利益変更が可能とする立
場を発展させていった。しかし，1989 年の法改
正は，集団的合意原則（77 年判決の立場）の例外
たる合理的変更法理は採用せず，原則たる集団的
合意の要求のみを立法したということになる。
また，1992 年には集団的同意を得られなかっ
た不利益変更の効力をめぐって大きな判例の変化
が見られた。すなわち，1977 年大法院判決以後，
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韓国の大法院は一貫して，労働者集団の同意を得
られなかった就業規則の不利益変更は既得権を侵
害される既存労働者のみならず，変更後に新たに
入社した労働者にも効力がない15）との立場をとっ
ていた（「絶対的無効説」という）。しかし，この
立場は 1992 年の大法院（1992. 12. 12 宣告 91 だ
45165 全員合意体判決）によって変更され，既得利
益の侵害という効力排除事由がない以上，変更後
に就労することとなった労働者に対してまでその
変更の効力を否定する必要はない16）（「相対的無効
説」という）とした17）。
但書の新設に至る 1980 年代と全員合意体判決
が下された 1990 年代は，労使関係制度における
政府主導的な労働政策18）が行われていた時期でも
あった。就業規則を変更する際に労働者の意見聴
取のみを規定していた以前の時期と比べると，但
書の新設は，就業規則の一方的不利益変更を防止
し，不利益変更に集団的合意の根拠を要求するこ
とにより，安定した集団的統一的変更制度を目指
したものという評価も可能である。しかし以下に
見るように，判例は従前から展開されていた集団
的合意を要求しない合理的変更法理を 89 年法改

正後も維持したため，立法と判例法理の乖離が生
ずるという展開になった。

Ⅲ　就業規則の合理的変更をめぐる 3つ
の立場と判例・学説・立法

89 年法改正で，勤基法 94 条 1 項但書により就
業規則変更により労働条件を不利益に変更するた
めには集団的同意が要件と規定されているにもか
かわらず，多くの大法院は，労働者集団の同意を
得られなかった不利益変更の事案で，社会通念上
の合理性があればその効力を認める立場が判例法
理として定着している。「同意」規定と「社会通
念上の合理性」に関する判例及び学説の態度をま
とめると，図 1のようになる。

1　勤基法 94条 1項但書の制定と合理的変更否定
説（集団的同意必要説）

勤基法 94 条 1 項但書の制定により，就業規則
の不利益変更に集団的同意が必要とされたため，
まず，就業規則の変更が労働者に不利益であるか
否かが問題19）となった。変更の内容が不利益にあ

図１　韓国の就業規則の不利益変更と「同意」をめぐる判断枠組み
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たらない場合には，「労働者の過半数の意見聴取」
で足り，意見聴取は同意又は合意ではないため，
使用者は聴取された意見に拘束されないというの
が判例20）及び学説21）の一般的な立場である。
これに対して，不利益にあたると，但書により
集団的同意が要求され，これを欠いた就業規則変
更は効力がないというのが但書の素直な解釈であ
る22）。しかし，最近ではこの条文に忠実な立場を
採る判例23）はそれほど多くはなく，むしろ，次項
で検討するように，合理性があれば集団的同意を
不要とする「合理性論」による判例が，1977 年
判決の後から次々と登場し，勤基法 94 条 1 項但
書の規定にもかかわらず，現在では判例の主流を
形成している。
これに対し，学説には，但書に忠実に，社会通
念上合理的であっても，この「同意」のない就業
規則の不利益変更は認められないとする見解があ
る。この見解は，①勤基法の但書は強行規定であ
るため，但書が新設されて以後の「就業規則の不
利益変更」の問題はもっぱら，労働者らの集団的
同意の有無によって判断されるべきであり，社会
通念上の合理性に基づく例外を認めるためには法
律に根拠規定が必要である24），②勤基法規定の趣
旨は，使用者による一方的な労働条件の低下を防
止することにその趣旨がある25），③契約自由の原
則と労働条件の労使対等決定原則を定めている現
勤基法 4条の精神に反するのみならず，合理性と
いう概念が抽象的であるため，法的安定性を害す
る懸念がある26），といった点を根拠としている。
本稿では，このような見解をとる学説・判例を
「合理的変更否定説（集団的同意必要説）」と呼ぶ
（韓国でこのように呼ばれているわけではない）。
一方，基本的にこのような立場に立ちながら，

「合理的な理由から就業規則の変更が不可避にも
拘らず，労働者が同意しないときには，労働者の
同意権の濫用として解決できる」として，権利濫
用理論を適用することを主張する見解27）もある。

2　社会通念上の合理性のある不利益変更を許容す
る判例法理

就業規則の変更による労働条件の不利益変更に
は労働者集団の集団的意思決定方法による「同

意」を要するとする 1977 年判決の後，このよう
な「同意」なしに作成・変更された就業規則につ
いて，社会通念上の合理性があると認められるも
のではない限り，効力がない（逆に言うと，社会
通念上の合理性があれば効力がある）とする判例が
展開されることになった。「合理性論」と呼ばれ
るこの判例法理は，日本の秋北バス事件最高裁判
所判決（昭和 43 年 12 月 25 日）の影響を受けたも
のであり，条文上の根拠はないものの，現在，確
立した判例法理と解されている。
日本の合理的変更法理は，使用者の一方的な不
利益変更は原則的に許されないが，その内容が合
理的である場合には例外的に労働者側の同意がな
い不利益変更も認められる（拘束力を持つ）とい
うものである28）。これに対して，韓国の「合理性
論」には，①合理性があれば，不利益変更ではな
いとするものと，②合理性があれば，不利益変更
であっても，同意がないことを理由として変更の
効力を否定できないというもの（日本と同様の立
場）とがある。
1）合理的変更の不利益性否定説
第一の立場，すなわち社会通念上の合理性が認
められる場合には，そもそも労働者に不利益な変
更ではないとする立場は，1977 年の大法院（1977. 
7. 26 宣告 77 だ 355 判決）が出た後から 1989 年の
但書が制定されるまでの間にかけてみられる。
この見解に立つ初期の判例は，賃金・退職金の
事案よりは特に定年制の事案で多く見られる。例
えば，当該定年制新設が「社会の一般的通念から
外れた不合理な制度と見ることはできない」こと
から，その変更が「労働者の既得権を侵害する労
働条件変更とは断定できない」として，労働者集
団の同意がなくても本件変更は有効であると判示
したもの29）がある。
また，人事規程の変更が問題となった事案30）で
も，就業規則の一つである人事規程のなかで解雇
自由及び任用資格制限事由に関する補完及び変更
が「社会通念上，合理性があると認められる限
り，労働者に不利益なものと即断できない」とし
て合理性が認められるとそもそも不利益変更では
ないと解する立場をとっている。その結果，本件
ではその変更時に勤基法 95 条 1 項但書が定める
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手続き（集団的同意）を経ていなかったとしても，
当該人事規程の変更の効力は妨げられないとして
いる。
この判例は，集団的同意を得ていない労働条件
の変更が，社会通念上合理性があると認められれ
ば，その変更の「不利益性（既得権の侵害）」が否
定されるため，勤基法 94 条 1 項但書の要求する
集団的合意も要求されないこととなり，合理的変
更を認めることについて，法文との正面からの抵
触は回避される。本稿では，このような立場に
立っている判例及び学説を「合理的変更の不利益
性否定説」と呼ぶ。
しかし，同説によると合理性があるだけで不利
益変更該当性を否定する結果，94 条 1 項但書の
合意の要求が完全に排除されてしまうこととな
る。ただし，最近はこのような見解を採る判例・
学説は見られなくなってきている31）。
2）合理的変更肯定説（集団的同意不要説）
判例の合理性論のもう一つの立場は，社会通念
上の合理性があれば 32）労働者集団の同意がなくて
も変更が可能であるとするもので，1989 年の但
書が規定された後から判例の一貫した立場でもあ
る。このような立場は「合理的変更肯定説（集団
的同意不要説）」と呼ぶことができる。
ただし，大法院は法理としては社会通念上の合
理性による例外を認めてはいるものの，実際，判
例が社会通念上の合理性を認めたものは少なく，
そのなかでも退職金関連の事案等，賃金関連事案
で社会通念上の合理性を認めた判例はさらに珍し
かった。例えば，退職金支給率の引き下げ及び退
職金算定の基礎となる賃金の範囲を制限するため
に，退職金支給額を引き下げる退職給与規程の改
正を労働者集団の同意なく行った場合の改正の効
力が問われた大法院判決（1990. 3. 13 宣告 89 だか
24780 判決）では，労働者集団の同意を得なくて
も良い社会通念上の合理性が認められないとして
変更の効力を否定していた。
もっとも最近は，社会通念上の合理性を認める
判例がみられるようになってきている。例えば，
2回にわたる退職金の引き下げの効力が問題と
なった事案33）において，大法院は，「使用者が一
方的に新しい就業規則の作成・変更を行い，労働

者の既得の権利や利益を剝奪して不利益な労働条
件を課することは原則的に許されない」としつ
つ，「当該就業規則の作成又は変更がその必要性
及び内容の両面からみてそれによって労働者の被
る不利益の程度を考慮しても当該条項の法的規範
性を肯定できるほどの社会通念上の合理性がある
と認められる場合には，従前の労働条件又は就業
規則の適用を受けていた労働者の集団的意思決定
方法による同意がないという理由だけでその適用
を否定できない」とし，結論として社会通念上の
合理性を認めている。これらの判決は，特に賃
金・退職金の不利益変更に対して変更の合理性を
認めている点で，注目される。
しかし，判例の大勢としては，集団的合意を不
要とするような社会通念上の合理性を認めるもの
は少なく，あくまで例外的に合理性を認めるとい
う厳格な立場を維持しているといってよい34）。
学説には，社会通念上の合理性に基づく就業規
則変更の拘束力を肯定する立場に立ちながらも，
労働者集団の同意を要求する勤基法 94 条 1 項但
書は強行規定であるため，社会通念上の合理性の
基準によって労働者側の同意を排除できる状況は
極めて制限的に解釈されるべきであるとし，社会
通念上の合理性は就業規則の変更の内容及び手続
的側面からみて使用者が労働者の同意を得るため
に最善の努力を尽くした場合にのみ認められるべ
きであるとするものがある35）。

Ⅳ　比較法的検討

以上の検討を踏まえ，日韓の就業規則による労
働条件変更法理を比較検討してまとめにかえる。

1　韓国の勤基法 94条 1項但書の「同意」と日本
の労契法 9条の「合意」

1）同意の主体
韓国の勤基法 94 条 1 項但書は，就業規則の不
利益変更の拘束力を認めるために集団的労働者の
同意，すなわち，「集団的労働者（過半数労組また
は労働者の過半数）の同意」を要求している。
これに対して，日本の判例上確立していた就業
規則の合理的変更法理を明文化した 2007 年労働
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契約法 9条・10 条のうち，9条は，「使用者は労
働者と合意することなく，就業規則を変更するこ
とにより，労働者の不利益に労働契約の内容であ
る労働条件を変更することはできない」と規定し
ている。これは，労働条件を不利益に変更する場
合には労働者の「合意」を要することを裏から規
定したものといえる36）。
両国の規定は一見類似するかに見えるが，ま
ず，同意の主体に相違がある。勤基法 94 条 1 項
但書の同意の主体は「その労働者の同意」の「そ
の」が複数形であることから，集団的労働者の同
意であることが条文上明らかであるが，日本の労
契法 9条の同意主体は，十分議論されていない
が，法文をみる限り，「個別労働者」であると解
される。日本法でも「多数組合との合意」をめぐ
る議論はあったが，これはあくまで，合理性判断
（現在では労契法 10 条におけるそれ）の要素であっ
て，韓国のように不利益変更の要件として集団的
同意が要件とされているのではない。
これに対して，韓国では集団的同意さえ得れば
就業規則の不利益変更が可能で，当該変更された
就業規則の合理性を問題とすることなく，反対す
る労働者を含めて拘束力を持つ構造となってい
る37）。
2 ）集団的同意原則による明確性 vs. 合理性審
査による慎重な利害調整
労働者集団の同意があれば合理性審査をするこ
となく不利益変更の拘束力を認めるという韓国の
制度の下では，日本で問題となっている合理性判
断の予測可能性の乏しさ，法的安定性の欠如の問
題38）は生じないというメリットが認められる（た
だし，韓国の現在の判例は，合理性のある変更にこ
のルールの例外を認めているため，このメリットは
減殺されている）。
しかしながら，こうした制度の下では，労働者
集団（過半数組合等）による「同意」さえあれば，
就業規則変更に同意していない少数労働者に対す
る合理性を審査することなくその拘束力を認めて
よいのか，こうした制度が集団的統一的労働条件
変更のルールとして多数と少数の利害調整メカニ
ズムとして妥当か，という問題が浮上する39）。
これに対して，日本では，多数労働者の合意が

ある場合でも，労契法 10 条で合理性判断の要素
とされるにとどまっている。合意原則が立法化さ
れている韓国に比べると予測可能性が低いという
デメリットはあるが，多数が合意していても，直
ちに少数者を拘束するのではなく，「合理性審査」
によって処理するという日本法の立場は，統一的
労働条件変更問題における多数者と少数者の慎重
な利害調整メカニズムとして，問題処理の一つの
あり方といえよう。
なお，日本では就業規則の不利益変更について

「過半数組合の合意」を合理性判断において重視
する立場の判例や学説が存在するが 40），その過半
数該当性の検討は未だ十分になされていないよう
に思われる。この点，韓国は明文で集団的同意を
要求する立法を行ったため，本稿では割愛した
が，同意の主体に関する議論が発展している。こ
の議論は，日本が「同意」規定を立法化するにせ
よ，合理性判断の要素として集団的同意を位置づ
けるにせよ，参考となろう。

2　制定法上のルール（集団的同意原則）と判例法
上のルール（合理性論）の併存

第二に，韓国において不利益変更に集団的同意
を要するという制定法上のルールと，就業規則変
更が合理的であれば（集団的同意がなくとも）拘
束力を持つという判例法理の併存をどう理解する
かも比較法的には興味深い点である。
韓国の場合，勤基法 94 条 1 項但書をそのまま
解釈すると，不利益変更に合理性があっても集団
的同意がなければならない帰結となる。特に，
（同意要件が制定される以前はともかく）労働条件
の不利益変更に同意要件が設定された以上，同意
がなくとも合理性があれば不利益変更が可能とす
る判例の合理性論は，制定法上の同意要件と矛盾
することは否定できない。
かかる事態は，就業規則の不利益変更問題につ
いてのルールが不透明という点で問題をはらむも
のといえる。この点を解消するためには，一部の
学説が主張するように，明文に反する合理性論を
認めないことでルールを統一することも考えられ
るが，そうすると「同意」がなければ不利益変更
はできなくなり，労働条件の決定システムを硬直
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化させる懸念がある。むしろ判例の合理性論を明
文化する41）ことによるルールの透明化42）を検討す
る必要があると思われる。
韓国は，いったん，就業規則の不利益変更問題
について制定法で同意原則を明定し，同意があれ
ば労働条件変更可，同意がなければ変更不可とい
う形でルールの透明化を図った。しかし，韓国の
判例は，制定法上の同意原則に反する形の合理性
論を維持・展開し，相矛盾するルールが併存する
に至る。こうした経緯は，それ自体，興味深い比
較法的検討素材といえる。すなわち，日本法は判
例法理である就業規則の合理的変更法理をそのま
ま立法化する選択を行った。これに対して，韓国
は 1989 年改正で，すでに合理的変更に関する判
例法理が存在していたにもかかわらず，これを明
文化せずに，あえて同意原則のみを立法化した。
それにもかかわらず，判例は法改正後も，明文に
反する合理性論を支持し続けているのである。
過半数による集団的同意ルールは，合意のない
限り不利益変更をなしえないという点では，労働
者保護に厚いようにも見える。しかし，かかる制
度の下で，集団的同意がないかぎり労働条件の調
整（不利益変更）が不可能となれば，解雇や雇用
調整問題を惹起し，労働者の長期的利益に反する
可能性もある。また，韓国の制定法のルールの下
では，過半数組合が合意をすれば，これに反対す
る少数者について合理性審査を行うことなく拘束
力が生ずる43）。そうした場面において，過半数組
合自身は組合員の雇用を維持するため労働条件の
不利益変更を受け入れるべきと考えても，少数者
が不利益変更に強硬に反対している場合，過半数
組合は同意すべきか否か苦渋の選択を迫られるこ
ととなろう。
これに対して，集団的同意がなくとも合理的変
更が可能というルートが開かれていれば，過半数
組合は，そうした困難な選択を迫られることはな
く，その就業規則変更の拘束力を裁判所の合理性
審査に委ねることができる。韓国の制定法上の同
意原則と判例法上の合理性論の併存状況は，就業
規則の不利益変更問題に内包される，このような
複雑な労使関係に対する一つの合理的対応と評価
することも可能かもしれない。

いったん明文で同意原則を採用したにもかかわ
らず，判例がなお，同意なしに変更を認める合理
性論を維持しているという韓国の経験は，韓国と
対照的に判例の合理的変更法理をそのまま立法化
した日本の制度を評価する上でも，貴重な比較法
的示唆を提供しているに思われる。

1）　韓国の労働組合の組織率は 1989 年 19.8％をピークに下落
し続け，1997～2001 年 12％台，2002～2003 年 11％台，2004
年以後 10％台で持続的に減少し，2009 年時点では 10.1％で
ある。労働部『労働組合組織現況』（2009）。

2）　勤基法 95 条 1 項（規制の作成変更の手続）「使用者は就業
規則の作成又は変更に関して当該事業所に労働者の過半数で
組織された労働組合がある場合にはその労働組合，労働者の
過半数で組織された労働組合がない場合には労働者の過半数
を代表する者の意見を聞かなければならない」（〔施行日：
1953. 8. 9〕〔1953. 5. 10 制定〕〔法律第 286 号〕（現勤基法第 94
条第 1項））

3）　大判 1962. 11. 1，62 だ 479。
4）　就業規則中の，特に労働条件に関する事項の不利益変更
は，労働者の同意がない限り，その労働者に対しては効力が
ないとした大判 1976.  1.  19，74 だ 12；大判 1976.  12.  14，75
だ 1540。

5）　大判 1976. 8. 28，76 だ 1411 は，「労働者らからの同意」が
ないとして就業規則の不利益変更の効力を否定した。

6）　大判 1976. 7. 13，76 だ 983 は，就業規則変更による賞与の
不利益変更につき「労使協議会との協議又は従業員らの同
意」がない限り，効力がないとした。同旨の判例として，大
判 1976. 10. 26，76 だ 1090 等。

7）　林鍾律「（判例評釈）就業規則の性質と変更手続」12 頁（法
律新聞，1981 年 3 月 16 日（月））によると，この当時の学説
は，大きく契約説と法規範説に分かれていたが，労働者に不
利に就業規則を変更するときには，どの学説によっても，結
論的には「労働者の同意」が必要であることで一致していた
という。ただし，その「同意」が，「個別労働者の同意」であ
るか，それとも「労働者集団による同意」であるかについて
は，判例と同じく見解が分かれていたとする。

8）　一方的に不利益に変更された退職金規定に個人的に同意し
た労働者に対する効力が争われた事案である。判決は，労働
者集団による同意がないことを理由に，不利益変更の効力を
否定した。

9）　第 3条（労働条件の決定）（現勤基法第 4条）は「労働条件
は労働者と使用者が同等の地位で自由意思によって決定すべ
きである。」とする。

10）　第 98 条（違反の効力）（現勤基法第 97 条）は「就業規則で
定めた基準に達しない労働条件を定めた労働契約はその部分
に関しては無効とする。この場合において無効となった部分
は就業規則で定めた基準に従う。」とする。

11）　例えば，大判 1977.  12.  27，77 だ 1378；大判 1990.  4.  27，
89 だか 7754；大判 1990. 11. 27，90 だか 23868；大判 1991. 2. 
12，90 だ 15952，15976；大判 1991.  3.  27，91 だ 3031；大判
1991. 9. 24，91 だ 17542 など。

12）　この点を明確に肯定しているものとして，朴相弼『勤基法
講義』490 頁（大旺社，1989）等がある。

13）　このような変更の立法理由は明確ではないが，変更によっ



110 No. 607/Special Issue 2011

てもたらされる過半数代表の機能の相違を摘示したものとし
て，朴鍾熹『個別的労働条件に対する集団的決定システムの
改善方案の研究』37-38 頁（労働部，2005）。

14）　金裕盛『労働法Ⅰ』205 頁（法文社，2005）は，就業規則
の不利益変更にすべての労働者（つまり個別の労働者）の同意
ではなく，労働者側の過半数の同意を要件としたのは，団体
交渉と類似した集団的利益紛争解決手続を通じて労働条件を
引き下げられるようにした点にあるとして，使用者側の事情
も考慮した制度であると評価している。

15）　大判 1990.  4.  27，89 だか 7754；大判 1990.  7.  10，89 だか
31443 等。

16）　大判1996. 9. 10，96だ 3241；大判 1996. 12. 23，95だ 32631； 
大判 1997. 8. 26，96 だ 1726 他，多数の判決。

17）　李炳泰『最新労働法』941-942 頁（中央経済社，2008）。こ
の 1992 年の大法院全員合意体判決は，就業規則の効力の根拠
を労働者集団の合意（既存労働者の場合）ないし個別的合意
（新規採用者の場合）から求め，契約説的要素を導入している
とした見解として，李哲洙「就業規則に対する判例法理と問
題点」司法行政 392 号 15 頁（1993）。その他，判例のいう既得
権保護の原則に立つ場合，個別的に不利益変更に同意した労
働者にも集団的同意なしに不利益変更された就業規則の効力
を否定する根拠が明確でないとしたものとして，鄭仁燮「就
業規則の不利益変更と集団的同意の方法」労働法研究 17 号
309-310 頁（ソウル大学労働法研究会，2004）。

18）　金享培「特集 - 韓国法学 50 年の成果と 21 世紀的課題」『韓
国労働法学 50 年の成果と 21 世紀的課題』118-122 頁（ソウル
大学法学，1995）は，1960 年代から 1990 年代初めまでの韓国
労働法の特色は，経済成長志向的政策，安保優先的政策，政
治的安定化政策等で要約されうるとする。また，このような
特殊性が集団的労使関係法の後退をもたらし，多くの規制的
な条項の立法につながったと見ている。

19）　韓国の学説と大法院は，変更の不利益性の判断は，対価関
係や変更との関連性を総合的に考慮すべきであるとしている
が，大法院の見解は明確ではなく，解釈に委ねられている。
（例えば，労働者相互間の有・不利による利益が衝突して不利
益性の判断が難しいときには，「労働者に不利」な者がいる以
上，不利益変更とみて，集団的同意の要件にかからしめるの
が妥当であるとしたものがある。大判 1993. 5. 14，93 だ
1893）。

20）　大判 1989. 5. 9，88 だか 4277；大判 1994. 12. 23，94 ぬ 3001
他，多数の判決。

21）　意見聴取義務に反して変更された就業規則の私法上の効力
については，効力規定説と取締規定説が対立しているが，後
者の見解が通説である。李鋌・朴鍾熹・河甲來『就業規則の分
析及び制度の改善方案の研究』113-114 頁（労働部，2009）。

22）　ちなみに，就業規則を不利益に変更しながら，労働者の集
団的同意を得ていない使用者に対しては，勤基法違反の刑事
責任（500 万ウォン以下の罰金）が課される（現勤基法 114 条
1 号）。

23）　例えば，大判 1990.  4.  27，89 だか 7754，大判 1991.  2.  12，
90 だ 15952，15976；大判 1991.  3.  27，91 だ 3031；大判 1991. 
9. 24，91 だ 17542；大判 1992. 4. 10，91 だ 37522 等。

24）　金享培『労働法（第 19 版）（全面改正増補版）』298-300 頁
（博英社，2010）。
25）　李炳泰・前掲注 17）書・932-933 頁。
26）　鄭鎭京「労働条件の不利益変更」労働法研究 13 号 18-19 頁
（ソウル大学労働法研究会，2002）。
27）　河京孝「就業規則の不利益変更に対する労働者の同意の意

味と方式」労働法律 61 号 21 頁（1996）。
28）　菅野和夫『労働法（第 9版）』116-119 頁（弘文堂，2010）。
日本の就業規則法理の展開を分析したものとして，荒木尚志
『雇用システムと労働条件変更法理』240-269 頁（有斐閣，2001）
等。

29）　大判 1978. 9. 12，78 だ 1046。
30）　大判 1988. 5. 10，87 だか 2853。
31）　この立場に立つ判例がいつから見られなくなったかについ
ては断言できないが，筆者の判例分析によると，概ね 1989 年
の但書の制定後，第二の合理性論に立つ判例が出始めた頃か
らではないかと推定される。学説では，このような見解の代
表的論者であった林鍾律教授が，最近，「判例の立場は法律が
不利益変更の要件として規定した労働者集団の同意を解釈を
通じて排除したものであり，司法解釈の限界を超える」とし
て，不利益変更には労働者集団による同意を要するとの立場
へ改説している（林鍾律『労働法（第 8版）』350 頁（博英社，
2010））。

32）　社会通念上，合理性の判断基準は，日本の合理性法理の議
論を大いに参照したもので，ほぼ同じ内容になっている。

33）　大判 2001. 1. 5，99 だ 70846（財団法人韓国機械研究員退職
金事件）。同様の判断を示したものとして，大判 2002.  6.  11，
2001 だ 16722（財団法人韓国衣類試験研究員退職金事件）。

34）　大判 1988.  5.  10，87 だか 2578；大判 1989.  5.  9，88 だか
4277；大判 1993.  1.  15，92 だ 39778；大判 1997.  5.  16，96 だ
2507；大判 2004. 7. 22，2002 だ 57362；大判 2005. 11. 10，2005
だ 21494 判決等，現在の多数の大法院判決がこうした立場を
とっている。

35）　金裕盛・前掲注 14 書・207-208 頁。「企業経営上の妥当性」
のある場合に限るとしたものとしては，辛溱根「就業規則の
変更に関する研究」司法論集第 7集 637-638 頁（法院行政処
1976）。また，朴鍾熹・前掲注 13）論文・50-51 頁は，この説
による場合，不利益性の有無に関する判断自体が曖昧なとき
に有用であるとする。

36）　荒木尚志・菅野和夫・山川隆一『詳説労働契約法』116 頁
（弘文堂，2008）。
37）　例えば，過半数組合の同意を得て変更された就業規則は，
個別的同意の手続を経ていない非組合員にも適用されるとし
たものとして，大判 2008. 2. 29，2007 だ 85997。その他，大判
2009. 5. 28，2009 とう 2238 等。

38）　この問題については，荒木尚志・前掲注 28）書・265-269
頁。大内伸哉『労働条件変更法理の再構成』37 頁以下（有斐
閣，1999）参照。

39）　ジョン・ヨンフン「就業規則の不利益変更に関する一考察
──手続審査と内容審査の補強の当為性と可能性を中心に」
労働法学 31 号 172-175 頁（2009）は，「過半数の同意」という
要件を満たすだけで，不利益変更に反対した労働者に対して
もその変更の拘束力が及ぶという現勤基法第 94 条第 1条但書
は，少数労働者の利益を全く配慮していない点で問題がある
と指摘する。

40）　例えば荒木尚志「就業規則の不利益変更と労働条件」菅野
和夫他『労働判例百選（第 7版）』58 頁（2002 年）参照。

41）　合理性論の明文化をめぐって，勤労基準研究会（脚注 2参
照）では，勤基法制の中期的改善方案として，労働者過半数
の同意要件の例外的場合として，社会通念上の合理性が認め
られる場合を明文化することを提案（社会通念上の合理性の
概念については解釈論に委ねる）している。ただし，長期的
改善方案として就業規則を労使協議会へと統合する場合には
社会通念上合理性論は実益がないとの見解もみられる。林鍾
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律他『勤基法制の中長期的改善方案』152 頁（労働部，2007）。
42）　ルールの透明化という点では，韓国における合理性の判断
要素が判例法理に委ねられたままでは透明性に欠け，予測可
能性が低いという問題もある。日本では，この点について労
契法 10 条が就業規則の合理的変更法理を明文化し，「合理性
の判断要素」を明文で定めている点が，韓国にとっては参考
になろう。

43）　この点で，日本で議論されている多数組合の合意から就業
規則の変更の合理性を推測ないし推定する立場とは異なる。

　ぱく・ひょすく　東京大学大学院法学政治学研究科博士課
程。労働法専攻。


